喫煙目的施設チェックリスト
〈表 面〉

喫煙をする場所を提供することを主たる目的としている。　

喫煙目的施設　　１ 公衆喫煙所（屋内）
２ 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等
３ 店内で喫煙可能なたばこ販売店
◆下記の１～３のうち該当する施設の要件を確認してください。
１公衆喫煙所の要件
施設の屋内の場所の全部を専ら喫煙する場所としている。
· 屋内とは屋根があり、半分以上を側壁で囲われているものを差し、屋外は規制の対象外であるため、該当しません。
· 設置者が自治体か民間主体かは問いません。
· 飲料の自動販売機を設置することは可能です。
２喫煙を主たる目的とするバー、スナック等の要件
たばこの対面販売（出張販売を含む。）をしている。
· たばこ事業法の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって販売していること。（自動販売機のみの販売は該当しない。）
設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っている。ただし、主食を主として提供するものは除く。
· 〔主食の例〕米飯類、パン類（菓子パンを除く。）、麺類、ピザ、お好み焼き等
· 「主食を主として提供するもの」には、ランチ営業や出前を注文して提供する場合、電子レンジで加熱するだけのものについては該当しません。
３店内で喫煙可能なたばこ販売店の要件　
たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売をしている。
店舗で販売する商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約５割を超えている。
設備を設けて客に飲食をさせる営業をしていない。

【喫煙目的施設の設置における義務事項】〈裏 面〉

（施設の屋内の全部を喫煙目的施設としない場合）

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合している。
チェックリスト№3　を確認する。

下記内容のとおり、出入口の見やすい場所に標識を掲示している。

· 様式は厚生労働省ウェブサイトからダウンロードが可能です。
· 喫煙目的施設としなくなった場合は標識を除去する必要があります。
· 技術的基準に関する経過措置に基づく場合には「当該経過措置に係る措置が講じられているものである旨を記載する必要があります。
施設の屋内の全部の場所を喫煙目的施設する場合：公衆喫煙所・喫煙目的店〔標識例〕

[image: ][image: ]施設の屋内の全部の場所とする場合は、「公衆喫煙所」「喫煙目的店」等標識（喫煙を目的とする場所である旨、20歳未満立入禁止である旨が記載された標識）を掲示している。



[image: ]喫煙目的室を設置している場合〔標識例〕

喫煙目的室の出入口に「喫煙目的室標識」（喫煙を目的とする場所である旨、20歳未満立入禁止である旨が記載された標識）を掲示している。



[image: ]施設出入口に「喫煙目的室設置施設等標識」（喫煙目的室が設置されている旨が記載された標識）を掲示している。


（公衆喫煙所以外の施設のみ）

たばこ事業法の許可に関する情報として、「許可通知書（写し）」又は「許可年月日、許可に関する営業所・出張販売所の所在地を記載したもの」が保存されている。
　　　20歳未満を立ち入らせていない。

広告又は宣伝の際は、喫煙目的施設であることを明示している。
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